
『こども六法 第 2 版』 訂正表 

 

山崎聡一郎著『こども六法 第 2 版』 1 刷（2024 年 3 月 15 日発行）に誤りがございました。 

ここにお詫びを申し上げますとともに、読者の皆様には以下の通り訂正し本書をご利用いただ

きたくお願い申し上げます。 

2024 年 3 月 15 日 弘文堂 

 

 

●13 頁 刑法第 9 条 

刑の種類は、死刑、拘禁刑、罰金、拘留、科料の６種類とします。 

→刑の種類は、死刑、拘禁刑、罰金、拘留、科料の５種類とします。 

（2 刷より訂正済） 

 


